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●福祉・介護職員（等特定）処遇改善加算 

（１）法人一括で提出する場合 

 

 

 

※八王子市で障害児入所支援を実施している場合は、別途東京都にお問い合わせください。 

東京都へ提出

八王子市内に
事業所があるか

八王子市内と
その他区市町村に
事業所がある

八王子市内のみに
事業所がある

YES NO

東京都及び
八王子市へ提出

八王子市へ提出

東京都へ提出

児童相談所設置区市町村（以下、児相設置区）に
児童サービスの事業所があるか

児相設置区とその他区
市町村に事業所がある

児相設置区のみに
事業所がある

YES NO

東京都及び
各区へ提出

各区へ提出

東京都内の児童相談所設置区市町村について（令和４年４月時点） 

〇世田谷区 〇江戸川区 〇荒川区 〇港区 〇中野区（令和４年４月～） 

 


